
 

令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ８ 年 ３ 月 会 議 

議 案 
 

 

-1-



附 議 議 案 

議 案 番 号     件           名 

 

報告 第８号  専決処分について 

（令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）） 

 

議案第４４号  洞爺湖町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

 

議案第４５号  洞爺湖町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について 

 

議案第４６号  洞爺湖町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定に

ついて 

 

議案第４７号  洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

議案第４８号  洞爺湖町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 

議案第４９号  洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

議案第５０号  洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例の一部改正について 

 

議案第５１号  洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

 

議案第５２号  洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 

議案第５３号  洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 

議案第５４号  洞爺湖町介護保険条例の一部改正について 

 

議案第５５号  洞爺湖町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 

議案第５６号  洞爺湖町体育施設条例の一部改正について 
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議案第５７号  定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定について 

 

議案第５８号  洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について 

 

議案第５９号  令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号） 

 

議案第６０号  令和７年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第６１号  令和７年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第６２号  令和７年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第６３号  令和７年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第２号） 

 

議案第６４号  令和７年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

議案第６５号  令和８年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

 

議案第６６号  令和８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

 

議案第６７号  令和８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 

 

議案第６８号  令和８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第６９号  令和８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 

 

議案第７０号  令和８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計予算 

 

議案第７１号  令和８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計予算 
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報告第８号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会に

おいて指定された事項について次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

記 

 

 令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号） 

 

令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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専 決 処 分 書 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）については、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

する。 

 

令和８年１月２３日 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号） 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号)は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，６２２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，９９３，１４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

15. 国 庫 支 出 金 994,873 10,622 1,005,495

3. 委 託 金 13,370 10,622 23,992

8,982,521 10,622 8,993,143

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2. 総 務 費 1,215,436 10,622 1,226,058

4. 選 挙 費 8,876 10,622 19,498

8,982,521 10,622 8,993,143

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第４４号 

 

洞爺湖町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

 

 洞爺湖町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

   洞爺湖町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条‐第１９条） 

 第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則（第２０条） 

第２節 一般型乳児等通園支援事業（第２１条‐第２５条） 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第２６条・第２７条） 

 第３章 雑則（第２８条） 

附則 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う｡)第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業（法第６条の

３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ）の設備及び運営

に関する基準（以下「最低基準」という。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （最低基準の目的） 

第２条 最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切

な訓練を受けた職員（乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児等通園支

援事業所」という。）の管理者を含む。以下同じ。）が乳児等通園支援（乳児

等通園支援事業として行う法第６条の３条２３項の乳児又は幼児への遊び及び

生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以
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下同じ。）を提供することにより、利用乳幼児（乳児等通園支援事業を利用し

ている乳児又は幼児をいう。以下同じ。）が心身ともに健やかに育成されるこ

とを保障するものとする。 

 （最低基準の向上） 

第３条 町長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監

督に属する乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」とい

う｡)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告す

ることができる。 

２ 町は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

 （最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第４条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を

向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者に

おいては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

 （乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一

人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保

護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に

説明するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設

備を設けなければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び

利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けなければならない。 

 （乳児等通園支援事業者と非常災害） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災

害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これ

に対する不断の注意と訓練（次項の訓練を除く。）をするように努めなければ

ならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月１回、避難及び消火に関する訓練を

行わなければならない。 
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 （安全計画の策定等） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通

園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利

用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所

での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練そ

の他乳児等通園支援所における安全に関する事項についての計画（以下この条

において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく内容等について周知しなけれ

ばならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用乳幼児の移動のための自動車を運行するときは、利用乳幼

児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握するこ

とができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及

びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席以外

の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児

の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行する

ときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する

装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に

限る。）を行わなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所の職員の一般的条件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の

理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業

の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけ

ればならない。 
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２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保しなければならない。 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第１１条 乳児等通園支援事業者は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、

その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園

支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備

及び職員に兼ねることができる。 

 （利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第１２条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利

用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０

第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

 （衛生管理等） 

第１４条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症及び食中毒が

発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修並びに感染症の予防まん延の防止のための訓練を定

期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、

それらの管理を適正に行わなければならない。 

 （食事） 

第１５条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬

する方法により行う場合を含む。）においては、当該施設において行うことが

必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければなら

ない。 

 （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 ⑴ 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ その提供する乳児等通園支援の内容 

 ⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 
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 ⑷ 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 ⑸ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 ⑹ 乳児、幼児の区分ごとの利用定員 

 ⑺ 乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての

留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

 （乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

第１７条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の

状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 

 （秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置

を講じなければならない。 

 （苦情への対応） 

第１９条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼

児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、町からの指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。 

   第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則 

 （乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳

児等通園支援事業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定める

ものに該当しないものをいう。 

３ 余裕活用型乳児通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こど
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も園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等

（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、当該施設

又は事業所を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」という。）

がその施設又は事業所に係る利用定員（子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第２７条第１項又は同法第２９条第１項の確認において定める利

用定員をいう。以下同じ。）の総数に満たない場合であって、当該利用定員の

総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等

通園支援事業をいう。 

第２節 一般型乳児等通園支援事業 

 （設備の基準） 

第２１条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園支援

事業所」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所

には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 

 ⑵ 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき１．６５平方メートル以上

であること。 

 ⑶ ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき３．３平方メートル

以上であること。 

 ⑷ 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

 ⑸ 満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又

は遊戯室及び便所を設けること。 

 ⑹ 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以

上であること。 

 ⑺ 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

 ⑻ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という｡)を２階に

設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建

物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。 

  ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐

火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設

けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２ 

階 

常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 
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避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１

２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の

屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の

屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３ 

階 

常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾

斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４ 

階 

以 

上 

の 

階 

常用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構

造の屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項

の場合においては、当該階段の構造は、建築物の１階か

ら保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内

と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第３

項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規

定する構造を有するものに限る｡)を通じて連絡すること

とし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第１０号の

要件を満たすものとする｡) 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾

斜路 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構

造の屋外階段 

  ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等

の各部分からその一に至る歩行距離が３０メートル以下となるように設け

られていること。 
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  エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該

当するものを除く。以下このエにおいて同じ｡)を設ける場合には、当該調

理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築

基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施

行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。こ

の場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁

を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けら

れていること。 

   (ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられ

ていること。 

   (ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該

調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている

こと。 

  オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを

不燃材料でしていること。 

  カ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故

を防止する設備が設けられていること。 

  キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設け

られていること。 

  ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものに

ついて防炎処理が施されていること。 

 （職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（北海道の区域に係る法第１

８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。以下この条において同じ。）そ

の他乳児等通園支援に従事する職員として町長が行う研修（町長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条にお

いて「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならない。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上

満３歳未満の幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上は保育

士とする。ただし、一般型乳児等通園事業所１につき２人を下ることはできな

い。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事

業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を１人とするこ

とができる。 
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 ⑴ 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施

設又は事業（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営されている場合

であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の

職員（保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。）による支援を受け

ることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が

保育士であるとき。 

 ⑵ 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が３人以下で

ある場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われてい

る乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般乳児等通園支援事

業が実施され、かつ、当該乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所

等の保育士による支援を受けることができるとき。 

 （設備及び職員の基準の特例） 

第２３条 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４項に規定する特例保育を行う

事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行

う場合には、第２１条及び前条の規定は適用しない。 

 （乳児等通園支援の内容） 

第２４条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定す

る内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、

利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。 

 （保護者との連絡） 

第２５条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連

絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得る

よう努めなければならない。 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業 

 （設備及び職員の基準） 

第２６条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「余裕活用型乳児等

通園支援事業所」という。）の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設

又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係るものに限

る。） 

 ⑵ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第３条第２項

に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 

 ⑶ 幼保連携型認定こども園 幼保連携認定こども園の学級の編成、職員、設

備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第
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１号） 

 ⑷ 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）（居宅訪問型保育事業に係るも

のを除く。） 

 （準用） 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業につ

いて準用する。 

   第３章 雑則 

 （電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定されているものについては、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は令和８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の規定に基づく認可の手続き等の準備行為は、この条例の施行前にお

いても行うことができる。 
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議案第４５号 

 

洞爺湖町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

について 

 

 洞爺湖町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように

定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条‐第２条） 

 第２章 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

第２節 運営に関する基準（第４条‐第３２条） 

 第３章 雑則（第３３条） 

附則 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という｡)第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特

定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定

する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）

の運営に関する基準を定めるものとする。 

 （一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支

援事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護

者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通

園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切

な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支
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給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学

前子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象

小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努め

なければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）特定教育・保育施設等

（法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規

定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援

事業者、地域子ども・子育て支援事業（法第５９条に規定する特定地域子ど

も・子育て支援事業をいう。以下同じ。）を行う者、児童福祉施設その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳

児等通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）

の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

    第２章 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２

第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものと

する。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６

に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等

通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等

通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの

利用定員を定めるものとする。 

  第２節 運営に関する基準 

  （面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対し

て最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付

認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子ども

の養育環境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信によ

り相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならな
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い。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、

第１９条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定によ

り当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提

供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければ

ならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明

し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得な

ければならない。 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の

１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利

用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならな

い。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市町村

が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 （乳児等支援給付認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申し込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対

して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者

から法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けた

ときは、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２

８条の２４各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この

条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用

の申し込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援

給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付

認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等

通園支援の利用状況その他の教育・保育等（法第５６条１項に規定する教育・
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保育等をいう。）の利用の状況の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に

提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項

に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定

子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めな

ければならない。 

 （特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提

供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 （特定乳児等通園支援に関する費用の額の受領） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項

（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む）の規定により市町村

が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定

保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条におい

て同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児

等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に

規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上

で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費

用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当

する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受ける

ことができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

 ⑴ 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費 

  用 

 ⑵ 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

 ⑶ 食事の提供に要する費用 

 ⑷ 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜

に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされる

ものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適
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当と認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証

を交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の規定による金銭の支払を求

める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護

者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳

児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければな

らない。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書に

よることを要しない。 

 （乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援

に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に

対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しな

ければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、

利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支

援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

 （特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保

育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等

通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及び

その保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わ

なければならない。 

 （特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

 （相談及び援助） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその

保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な
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把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切

に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 （緊急時等の対応） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を

行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 （乳児等支給給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等

支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為

によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を当該乳児等支援給付費の支給に係る市町村に通知し

なければならない。 

 （運営規程） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

 ⑴ 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ その他提供する特定乳児等通園支援の内容 

 ⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ⑷ 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに特定乳児等通園支援の提

供を行わない日 

 ⑸ 第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払いを受ける費用の

種類、支払を求める理由及びその額 

 ⑹ 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

 ⑺ 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の特定乳

児等通園支援事業の利用にあたっての留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切

な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

-24-



 

 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳

児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならな

い。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （利用定員の遵守） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間

当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

 （掲示等） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により乳児等支援給

付認定保護者から支払いを受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定

乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線

放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

 （乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による費用の額の支払の状況によって、

差別的扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認

定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （秘密保持等） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知えり得た乳児等支援給付認定子ども又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支

援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等

支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該
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乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

 （情報の提供等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用

しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、

その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができる

ように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよ

う努めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 （利益供与等の禁止） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規

定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項に

おいて「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業

者（地域型保育を行う事業をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園

支援事業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又は

その職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定

乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型

保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校

就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上

の利益を収受してはならない。 

 （苦情解決） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関す

る乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児

等支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ど

も等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受ける

ための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力する

よう努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第
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３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市町村が行う報

告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の

職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類そ

の他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関し

て市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を当該市町村に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次に定める措置を講じなければならない。 

 ⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

 ⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備

すること。 

 ⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等

支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行わなければならない。 

 （会計の区分） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他

の事業の会計と区分しなければならない。 

 （記録の整備等） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備
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及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

 ⑴ 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

 ⑵ 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

 ⑶ 第１８条の規定による市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 第３０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

   第３章 雑則 

 （電磁的記録） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類す

るもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）

により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該

書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うこと

ができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出

については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書

面等の交付又は提出に代えて、第４項に定めるところにより、乳児等支援給付

認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において

「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使

用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ

る。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付

し、又は提出したものとみなす。 

 ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認

定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信
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し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護

者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備

えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出

をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製する

ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を

出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者

に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書または

電磁的方法による承認を得なければならない。 

 ⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するも

の 

 ⑵ ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援

給付認定保護者から文書又は電磁的方法による提供を受けない旨の申出があっ

たときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項

の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認

定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取

得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」

とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」と

いう。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６

項において準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面

等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記

載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と「提供を受ける」とあるのは

「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」と

あるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用

する前項各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用す

る第２項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、
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「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中

「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、前項中

「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」と

あるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とある

のは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとす

る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４６号 

 

洞爺湖町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定につい

て 

 

 洞爺湖町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。以下「法」とい

う。）の規定に基づき町が実施する学校給食に係る学校給食費（法第１１条第２

項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。）の徴収及び管理に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（学校給食の実施) 

第２条 町は、法第４条の規定に基づき、町が設置する町立学校（洞爺湖町立学校

設置条例（平成１８年条例第７１号）で定める学校をいう。）に在籍する全ての

児童及び生徒を対象に学校給食を実施するものとする。 

２ 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定に定める者以外の者に学校給

食を実施することができる。 

 

（学校給食の区分） 

第３条 町が実施する給食の型は、学校給食法施行規則（昭和２９年文部科学省令

第２４号）に基づく完全給食とする。 

 

 （学校給食費の額） 

第４条 学校給食費の額は、教育委員会が別に定める額とする。 

 

（学校給食費の徴収） 

第５条 町長は、次に掲げる者（以下「保護者等」という。）から学校給食費を徴

収する。 
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⑴ 学校給食の実施を受けた児童又は生徒の保護者（学校教育法（昭和２年 

法律第２６号）第１６条に規定する保護者をいう。） 

⑵ 第２条第２項の規定により学校給食の実施を受けた者 

 

（学校給食費の納付） 

第６条 保護者等は、町長が別に定める日までに学校給食費を納付しなければなら

ない。 

 

（施行細目） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４７号 

 

洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号）の一部を

次のように改正する。 

 

第１５条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、」を削り、「それぞれ

次に」を「６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて

規則で」に改め、同号ア中「自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」

という。）が片道２キロメートル以上５キロメートル未満である職員 ２，０００

円」を削り、同号イ中「使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満

である職員 ４，２００円」を削り、同号ウ中「使用距離が片道１０キロメートル

以上１５キロメートル未満である職員 ７，３００円」を削り、同号エ中「使用距

離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職員 １０，４００円」

を削り、同号オ中「使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満で

ある職員 １３，５００円」を削り、同号カ中「使用距離が片道２５キロメートル

以上３０キロメートル未満である職員 １６，６００円」を削り、同号キ中「使用

距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員 １９，７００

円」を削り、同号ク中「使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未

満である職員 ２２，８００円」を削り、同号ケ中「使用距離が片道４０キロメー

トル以上４５キロメートル未満である職員 ２５，９００円」を削り、同号コ中「使

用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員 ２９，１０

０円」を削り、同号サ中「使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル

未満である職員 ３２，３００円」を削り、同号シ中「使用距離が片道５５キロメ

ートル以上６０キロメートル未満である職員 ３５，５００円」を削り、同号ス中

「使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８，７００円」を削り、同

条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を
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加え、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「に係

る最初の月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則

で定める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第５項とし、同条中第

３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（そ

の所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第

７項において「駐車場等」という）を利用し、その料金を負担することを常例

とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない

範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める

額 

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定による額 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

-34-



 

議案第４８号 

 

洞爺湖町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

洞爺湖町職員の旅費に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

 

別表第１を次のように改める。 

（日当） 

別表第１（第１６条、第１７条、第１８条、第２０条関係） 

車賃 

（１キロメートルに

つき） 

日当 

（１日につき） 

宿泊料 

（１夜につき） 

道内 道外 道内 道外 

円 

３７ 

円 

２，０００ 

円 

３，０００ 

円 

１１，８００ 

円 

１３，１００ 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４９号 

 

洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町国民健康保険税条例（平成１８年洞爺湖町条例第１０６号）の一部を次

のように改正する。 

 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「「介護納付金」という。）」

の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ど

も・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」

を加え、同項に次の１号を加える。 

⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（北海道の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 

第２条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を

加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に当該世帯に属する

１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）に

つき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 
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第５条中「２３，７００円」を「２４，８００円」に改める。 

 

第５条の２第１号中「２５，４００円」を「２６，１００円」に改め、同条第２

号中「１２，７００円」を「１３，０５０円」に改め、同条第３号中「１９，０５

０円」を「１９，５７５円」に改める。 

 

第６条中「１００分の２．０６」を「１００分の２．１９」に改める。 

 

第７条の２中「７，４００円」を「７，８００円」に改める。 

 

第７条の３第１号中「６，５００円」を「７，１００円」に改め、同条第２号中

「３，２５０円」を「３，５５０円」に改め、同条第３号中「４，８７５円」を「５，

３２５円」に改める。 

 

第８条中「１００分の１．２９」を「１００分の１．４５」に改める。 

 

第９条の２中「５，５００円」を「６，３００円」に改める。 

 

第９条の３中「５，０００円」を「５，５００円」に改め、同条の次に次の４条

を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第９条の４ 第２条第５項の所得割額は基礎控除後の総所得額等に１００分の０．

２９を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の課税額の均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，００

０円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者

１人について１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額） 

第９条の７ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，０００円 
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⑵ 特定世帯 ５００円 

⑶ 特定継続世帯 ７５０円 

 

第２３条第１項各号列記以外の部分中「並びに」を「、」に改め、「１７万円）」

の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキ及びケま

でに掲げる額を減額して得た額」を加え、同項第１号ア中「１６，５９０円」を「１

７，３６０円」に改め、同号イ（ア）中「１７，７８０円」を「１８，２７０円」

に改め、同号イ（イ）中「８，８９０円」を「９，１３５円」に改め、同号イ（ウ）

中「１３，３３５円」を「１３，７０３円」に改め、同号ウ中「５，１８０円」を

「５，４６０円」に改め、同号エ（ア）中「４，５５０円」を「４，９７０円」に

改め、同号エ（イ）中「２，２７５円」を「２，４８５円」に改め、同号エ（ウ）

中「３，４１３円」を「３，７２８円」に改め、同号オ中「３，８５０円」を「４，

４１０円」に改め、同号カ中「３，５００円」を「３，８５０円」に改め、同号に

次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて７００円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について７０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７００円 

(イ) 特定世帯 ３５０円 

(ウ) 特定継続世帯 ５２５円 

 

第２３条第１項第２号ア中「１１，８５０円」を「１２，４００円」に改め、同

号イ（ア）中「１２，７００円」を「１３，０５０円」に改め、同号イ（イ）中「６，

３５０円」を「６，５２５円」に改め、同号イ（ウ）中「９，５２５円」を「９，

７８８円」に改め、同号ウ中「３，７００円」を「３，９００円」に改め、同号エ

（ア）中「３，２５０円」を「３，５５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，６２

５円」を「１，７７５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，４３８円」を「２，６６

３円」に改め、同号オ中「２，７５０円」を「３，１５０円」に改め、同号カ中「２，

５００円」を「２，７５０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険
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者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて５００円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について５０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５００円 

(イ) 特定世帯 ２５０円 

(ウ) 特定継続世帯 ３７５円 

 

第２３条第１項第３号ア中「４，７４０円」を「４，９６０円」に改め、同号イ

（ア）中「５，０８０円」を「５，２２０円」に改め、同号イ（イ）中「２，５４

０円」を「２，６１０円」に改め、同号イ（ウ）中「３，８１０円」を「３，９１

５円」に改め、同号ウ中「１，４８０円」を「１，５６０円」に改め、同号エ（ア）

中「１，３００円」を「１，４２０円」に改め、同号エ（イ）中「６５０円」を「７

１０円」に改め、同号エ（ウ）中「９７５円」を「１，０６５円」に改め、同号オ

中「１，１００円」を「１，２６０円」に改め、同号カ中「１，０００円」を「１，

１００円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて２００円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について２０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２００円 

(イ) 特定世帯 １００円 

(ウ) 特定継続世帯 １５０円 

 

第２３条第２項第１号ア中「３，５５５円」を「３，７２０円」に改め、同号イ

中「５，９２５円」を「６，２００円」に改め、同号ウ中「９，４８０円」を「９，

９２０円」に改め、同号エ中「１１，８５０円」を「１２，４００円」に改め、同

項第２号ア中「１，１１０円」を「１，１７０円」に改め、同号イ中「１，８５０
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円」を「１，９５０円」に改め、同号ウ中「２，９６０円」を「３，１２０円」に

改め、同号エ中「３，７００円」を「３，９００円」に改め、同項に次の１号を加

える。 

⑶ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に

定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １５０円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ２５０円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ４００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５００円 

 

第２３条第３項に次の２号を加える。 

⑺ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額当該出産被保険者につき第９条の４の規定により算定した所得割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

⑻ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の５の規定により算定した被

保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

附則第１１項、第１２項及び第１４項から第２１項までの規定中「第８条」の次

に「、第９条の４」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の洞爺湖町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。 
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議案第５０号 

 

洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関

する条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関

する条例の一部を改正する条例 

 

洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例（平成２７年洞爺湖町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

 （乳児等通園支援事業利用料） 

第４条 町長は、町立保育所において乳児又は幼児に乳児等通園支援事業（児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５第１項に規定する乳

児等通園支援事業をいう。）による乳児等通園支援（洞爺湖町乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和８年洞爺湖町条例第 

 号）第２条に規定する乳児等通園支援をいう。）を提供したときの利用料

は、零とする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５１号 

 

洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２５条中「児童福祉法第３３条の１０各号」を「児童福祉法第３３条の１

０第１項各号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５２号 

 

洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 

 洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 

洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年洞爺湖町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  

第１２条中「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項各号」に

改める。 

 

第１６条第１項第２号中「栄養士」を「栄養士又は管理栄養士」に改める。 

 

 第１７条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１

２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以

下この項において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当

該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部または一部に

相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行

わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 
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第２３条第２項中「修了した保育士」の次に「（北海道が法第１８条の２７

第１項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）で

ある場合には、保育士又は北海道の区域に係る法第１８条の２９に規定する地

域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。））」を加える。  

 

 第２９条第１項、第３１条第１項、第４４条第１項及び第４７条第１項中

「保育士」の次に「（北海道が認定地方公共団体である場合には、保育士又は

北海道の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断 

乳幼児に対する健康診査 

 

利用開始時の健康診断、定期の健康診

断又は臨時の健康診断 
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議案第５３号 

 

洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部改正について 

 

洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

 

洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  

 第１０条第４項第１号中「保育士」の次に「（北海道が法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体である場合には、保育士又は北海道の区域に

係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士）」を加える。 

 

 第１２条中「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項各号」に

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５４号 

 

洞爺湖町介護保険条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

   洞爺湖町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町介護保険条例（平成１８年洞爺湖町条例第１０７号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 

附則を次のように改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成１８年３月２７日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の虻

田町介護保険条例（平成１２年虻田町条例第１２号）、洞爺村介護保険条例（平

成１２年洞爺村条例第５号）（以下これらを「合併前の条例」という。）の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりな

された処分、手続その他の行為とみなす。 

第３条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべ

きであった保険料については、なお合併前の条例の例による。 

第４条 施行日以後に平成１７年度分として課すべき保険料に係る保険料額の算定

については、なお合併前の条例の例による。ただし、納期については、第６条の

規定による。 

第５条 施行日以後に本町に転入した者に対して課する保険料については、それぞ

れ、その転入した合併前の虻田町、洞爺村（以下「合併前の町村」という。）の

区域に係る規定を適用する。 

第６条 施行日以後に、合併前の区域を異にして転居をした又は転居をする者に係

る保険料の額は、合併前に住所を有していた町村の保険料率による。また、施行
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日以後に、第１号被保険者の資格を取得した又は取得する者についても、同様と

する。 

第７条 施行日から平成１８年３月３１日までの間にあっては、施行日前に介護保

険施設（法第７条第１９項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。）に入所

したことにより合併前の町の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介

護保険施設に入所することにより合併前の町村の区域を異にして転居をする者

に係る保険料については、法第１３条の規定による住所地特例を適用し、それぞ

れ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の町村における

合併前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した又

は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受け

ることとなる者に係る保険料についても、同様とする。 

第８条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前

の条例の例による。 

第９条 当分の間、第１０条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割

合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付

割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項にお

いて同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合においては、その年中

においては、年１４．６パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセント

の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．

３パーセントの割合）とする。 

（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律等の整

備に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業等に関する経過措置） 

第１０条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援事業につ

いては、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図

るため、平成２７年４月１日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定め

る日の翌日から行うものとする。 

第１１条 法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業については、その事業の

実施に必要な準備のため、平成２７年４月１日から町長が定める日までの間は行

わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。 

第１２条 法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる事業については、その円滑な

実施を図るため、平成２７年４月１日から町長が定める日までの間は行わず、町
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長が定める日の翌日から行うものとする。 

（新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例） 

第１３条 新型コロナウイルス感染症の影響により第１２条の規定の適用を受ける

者については、同条第２項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記載した申

請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出した場

合において、町長が必要と認めるときは、令和元年度分及び令和２年度分の保険

料であって、令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に普通徴収の納

期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されて

いる保険料の全部又は一部について減免する。 

第１４条 新型コロナウイルス感染症の影響により第１２条の規定の適用を受けよ

うとする者については、同条第２項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提

出した場合において、町長が必要と認めるときは、令和２年度分及び令和３年度

分の保険料であって、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に普通

徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）が設

定されている保険料の全部又は一部について減免する。ただし、令和２年度分の

保険料にあっては、令和２年度末に資格を取得したことにより、令和３年４月以

降に普通徴収の納期限が設定されている場合に限る。 

第１５条 新型コロナウイルス感染症の影響により第１２条の規定の適用を受けよ

うとする者については、同条第２項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提

出した場合において、町長が必要と認めるときは、令和３年度分及び令和４年度

分の保険料であって、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に普通

徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）が設

定されている保険料の全部又は一部について減免する。ただし、令和３年度分の

保険料にあっては、令和３年度末に資格を取得したことにより、令和４年４月以

降に普通徴収の納期限が設定されている場合に限る。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１６条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料

を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有す

る者（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録され

ている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において

同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収
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入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第５条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額（地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計金額が零を下回る場合

には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１

項に規定する給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額を加えた

額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とす

る。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満

である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１

２号ア及び第１３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号

ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３

４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金

額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所

得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当

該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている

場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した

金額に１００，０００円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別
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控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定

する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、

零とする。以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第５条

第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、

第１２号ア及び第１３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第

６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、

当該合計金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合

計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれてい

る場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算し

た金額に６５０，０００円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法

第２８条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得

税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正

前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、別

表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金

額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租

税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金

額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１７条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第５条

第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び

全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に

掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の

地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除

-50-



く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日

において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同法第２９４条第

３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされ

た者を含む。） 

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円

未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５０，０００万円を控除して

得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，００

０円未満であり、かつ、１，３５０，０００万円から同年の合計所得金額を

控除して得た額が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，

０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額

を控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額か

ら当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により

当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額を控除して得た額以下である場合 

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円

未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準

に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た

額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，００

０円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める

基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除

して得た額が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，

０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定

める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を
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控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額から

当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当

該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除し

て得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第５条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、

かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１

号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者と

みなす。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５５号 

 

洞爺湖町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部

改正について 

 

 洞爺湖町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

   洞爺湖町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 

洞爺湖町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例（平成２７年

３月９日条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」に改める。 

 

 第４条第１項中「員数」の次に「（地域包括支援センター運営協議会（省令第１４

０条の６６第１号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次項にお

いて同じ。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案し

て必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の

勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数

で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数

に換算する方法をいう。）によることができる。次項において同じ。）」を加え、同項

第３号中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。次項において「省

令」という。）」を「省令」に改め、同条第２項第２号中「（省令第１４０条の６６第

１号ロ⑵に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次号及び次条におい

て同じ。）」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

-53-



 

議案第５６号 

 

洞爺湖町体育施設条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町体育施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町体育施設条例（平成１８年洞爺湖町条例第８２号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第２条中「洞爺湖町プール」の項を削る。 

 

 別表第１（第５条関係）中「洞爺湖町プール」の項を削る。 

 

 別表第２（第８条関係）中第２項を削り、第３項を第２項に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する 
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議案第５７号 

 

定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定について 

 

 西いぶり定住自立圏における定住自立圏の形成に関する協定を別紙のとおり締結

したいので、定住自立圏の形成に関する協定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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議案第５８号 

 

洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について 

 

 当町における過疎地域持続的発展市町村計画（令和８年度～令和１２年度）を別

冊のとおり策定したいので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令

和３年法律第１９号）第８条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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議案第５９号 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号） 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６９，９３２千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，９２３，２１１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 町 税 1,216,300 56,200 1,272,500

1. 町 民 税 366,140 55,200 421,340

2. 固 定 資 産 税 561,700 6,000 567,700

4. 町 た ば こ 税 84,000 △ 5,000 79,000

11. 地 方 交 付 税 3,647,622 65,309 3,712,931

1. 地 方 交 付 税 3,647,622 65,309 3,712,931

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 69,721 △ 6,800 62,921

1. 分 担 金 31,592 △ 1,200 30,392

2. 負 担 金 38,129 △ 5,600 32,529

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 203,713 400 204,113

1. 使 用 料 173,402 400 173,802

15. 国 庫 支 出 金 1,005,495 △ 90,099 915,396

1. 国 庫 負 担 金 350,864 △ 7,537 343,327

2. 国 庫 補 助 金 630,639 △ 82,244 548,395

3. 委 託 金 23,992 △ 318 23,674

16. 道 支 出 金 354,271 10,489 364,760

1. 道 負 担 金 212,379 △ 34 212,345

2. 道 補 助 金 120,305 11,592 131,897

3. 委 託 金 21,587 △ 1,069 20,518

17. 財 産 収 入 175,804 7,153 182,957

1. 財 産 運 用 収 入 21,802 7,153 28,955

18. 寄 附 金 293,149 5,100 298,249

1. 寄 附 金 293,149 5,100 298,249

（単位：千円）

款 項
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19. 繰 入 金 207,790 △ 54,182 153,608

1. 繰 入 金 207,790 △ 54,182 153,608

21. 諸 収 入 91,312 2,498 93,810

5. 雑 入 37,118 2,498 39,616

22. 町 債 1,160,900 △ 66,000 1,094,900

1. 町 債 1,160,900 △ 66,000 1,094,900

8,993,143 △ 69,932 8,923,211歳 入 合 計

（単位：千円）
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 議 会 費 66,424 △ 1,120 65,304

1. 議 会 費 66,424 △ 1,120 65,304

2. 総 務 費 1,226,058 58,052 1,284,110

1. 総 務 管 理 費 1,158,310 62,361 1,220,671

2. 徴 税 費 10,456 △ 100 10,356

3. 戸籍住民基本台帳費 28,485 △ 2,640 25,845

4. 選 挙 費 19,498 △ 500 18,998

5. 統 計 調 査 費 8,160 △ 1,069 7,091

3. 民 生 費 2,331,126 △ 113,757 2,217,369

1. 社 会 福 祉 費 1,384,068 △ 61,689 1,322,379

2. 国 民 年 金 費 33 187 220

3. 医 療 助 成 費 204,743 △ 8,000 196,743

4. 児 童 福 祉 費 193,557 △ 7,685 185,872

5. 保 育 所 費 545,690 △ 36,373 509,317

6. 災 害 救 助 費 3,035 △ 197 2,838

4. 衛 生 費 485,180 △ 9,978 475,202

1. 保 健 衛 生 費 179,271 △ 1,601 177,670

2. 環 境 衛 生 費 68,744 △ 7,427 61,317

4. 清 掃 費 233,835 △ 722 233,113

5. 公 害 対 策 費 3,120 △ 228 2,892

5. 労 働 費 3,700 △ 320 3,380

1. 労 働 費 3,700 △ 320 3,380

（単位：千円）

款 項
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補正前の額 補 正 額 計

6. 農 林 水 産 業 費 247,645 △ 3,844 243,801

1. 農 業 費 151,324 △ 2,113 149,211

3. 水 産 業 費 87,830 △ 1,731 86,099

7. 商 工 費 280,999 △ 3,800 277,199

1. 商 工 費 54,123 △ 126 53,997

2. 観 光 費 226,876 △ 3,674 223,202

8. 土 木 費 965,720 33,014 998,734

2. 道 路 橋 梁 費 320,658 65,228 385,886

4. 公 園 及 び 緑 化 費 31,495 △ 2,983 28,512

5. 都 市 計 画 費 268,187 △ 106 268,081

6. 住 宅 ・ 建 築 費 299,638 △ 29,125 270,513

9. 消 防 費 513,034 △ 9,747 503,287

1. 消 防 費 513,034 △ 9,747 503,287

10. 教 育 費 669,436 △ 11,676 657,760

1. 教 育 総 務 費 126,956 △ 2,460 124,496

2. 小 学 校 費 204,587 △ 4,680 199,907

3. 中 学 校 費 149,696 △ 790 148,906

4. 社 会 教 育 費 85,028 △ 1,941 83,087

5. 保 健 体 育 費 103,169 △ 1,805 101,364

12. 給 与 費 1,169,976 △ 7,000 1,162,976

1. 給 与 費 1,169,976 △ 7,000 1,162,976

13. 予 備 費 59,307 244 59,551

1. 予 備 費 59,307 244 59,551

8,993,143 △ 69,932 8,923,211歳 出 合 計

款 項

（単位：千円）
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第２表 繰越明許費 

款 項 事  業  名 金  額 

2 総務費 1 総務管理費 公有財産管理事業 28,050千円 

2 総務費 1 総務管理費 
物価高騰支援地域通貨発行事

業 
41,148千円 

3 民生費 1 社会福祉費 生活者支援給付金事業 7,453千円 

 

第３表 地方債補正  

１．追加                          （単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

指定避難所トイレ

洋式化改修事業 
26,800 

普通貸借

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

 政府資金又はその他

資金とし、その融資条

件による。 

 ただし、町財政の都

合により措置期間及び

償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は低

利に借換えることがで

きる。 

 

  

-62-



２．変更                         （単位：千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

役場本庁

舎長寿命

化 事 業 

59,100 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直し

方式で借入

れる資金に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率） 

政府資金又

はその他資

金とし、その

融資条件に

よる。 

ただし、町財

政の都合に

より措置期

間及び償還

期限を短縮

し、もしくは

繰上償還又

は低利に借

換えること

ができる。 

56,900 同左 同左 同左 

保育所統

合複合化

施設建設

事 業 

270,500 同上 同上 同上 254,100 同上 同上 同上 

集会所解

体 事 業 
104,200 同上 同上 同上 95,400 同上 同上 同上 

火 葬 場 

解体事業 
43,100 同上 同上 同上 39,600 同上 同上 同上 

道営土地

改良事業 
34,000 同上 同上 同上 31,700 同上 同上 同上 

虻田漁港

整備事業 
18,300 同上 同上 同上 17,800 同上 同上 同上 

洞爺湖温

泉地区等

街路灯改

修 事 業 

17,100 同上 同上 同上 16,900 同上 同上 同上 
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                        （単位：千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

橋梁長寿

命化事業 
16,100 同上 同上 同上 13,400 同上 同上 同上 

町営住宅長

寿命化改修

事 業 

122,400 同上 同上 同上 108,200 同上 同上 同上 

通信指令台

更 新 事 業 
156,700 同上 同上 同上 156,200 同上 同上 同上 

災害対応ド

ローン整備

事 業 

600 同上 同上 同上 400 同上 同上 同上 

多機能型積

載 車 更 新 

事 業 

25,600 同上 同上 同上 23,800 同上 同上 同上 

Ｊ－ＡＬＥ

ＲＴ新型受

信 機 更 新 

事 業 

3,400 同上 同上 同上 6,600 同上 同上 同上 

学校施設空

調設備整備

事 業 

91,700 同上 同上 同上 84,000 同上 同上 同上 

学 校 移 転 

改 修 事 業 
51,000 同上 同上 同上 24,100 同上 同上 同上 

小学校トイ

レ 洋 式 化 

改 修 事 業 

10,800 同上 同上 同上 2,700 同上 同上 同上 
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議案第６０号 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４，８８５千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１７９，０８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

 

 

-65-



第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 国 民 健 康 保 険 税 166,424 5,000 171,424

1. 国 民 健 康 保 険 税 166,424 5,000 171,424

2. 道 支 出 金 875,269 △ 22,000 853,269

1. 道 負 担 金 875,269 △ 22,000 853,269

4. 繰 入 金 159,000 △ 8,000 151,000

1. 繰 入 金 159,000 △ 8,000 151,000

7. 国 庫 支 出 金 0 115 115

1. 国 庫 補 助 金 0 115 115

1,203,967 △ 24,885 1,179,082

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 総 務 費 39,192 △ 1,891 37,301

1. 総 務 管 理 費 37,886 △ 1,791 36,095

3. 運 営 協 議 会 費 238 △ 100 138

2. 保 険 給 付 費 863,732 △ 22,000 841,732

1. 保 険 給 付 費 863,732 △ 22,000 841,732

4. 保 健 事 業 費 15,626 △ 863 14,763

1. 保 険 事 業 費 9,581 △ 126 9,455

2. 特定健康診査等事業費 6,045 △ 737 5,308

8. 予 備 費 3,915 △ 131 3,784

1. 予 備 費 3,915 △ 131 3,784

1,203,967 △ 24,885 1,179,082

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第６１号 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７０，３９４千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２９６，４１１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 介 護 保 険 料 219,176 360 219,536

1. 介 護 保 険 料 219,176 360 219,536

2. 国 庫 支 出 金 322,902 △ 6,226 316,676

1. 国 庫 負 担 金 206,610 △ 12,791 193,819

2. 国 庫 補 助 金 116,292 6,565 122,857

3. 道 支 出 金 197,933 △ 11,079 186,854

1. 道 負 担 金 185,991 △ 10,739 175,252

2. 道 補 助 金 11,942 △ 340 11,602

4. 支 払 基 金 交 付 金 332,660 △ 20,040 312,620

1. 支 払 基 金 交 付 金 332,660 △ 20,040 312,620

5. 財 産 収 入 10 219 229

1. 財 産 運 用 収 入 10 219 229

6. 繰 入 金 242,685 △ 33,628 209,057

1. 一 般 会 計 繰 入 金 219,685 △ 10,628 209,057

2. 基 金 繰 入 金 23,000 △ 23,000 0

1,366,805 △ 70,394 1,296,411

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 総 務 費 31,327 △ 436 30,891

1. 総 務 管 理 費 22,359 △ 116 22,243

2. 介 護 認 定 審 査 会 費 8,852 △ 320 8,532

2. 保 険 給 付 費 1,208,006 △ 72,400 1,135,606

1. 介護サービス等諸費 1,074,064 △ 70,000 1,004,064

2. 介護予防サービス等
諸費 38,852 2,200 41,052

3. 高額介護サービス等費 34,887 500 35,387

4. 高額医療合算介護
サービス等費 2,914 △ 100 2,814

5. 特定入所者介護サー
ビス等費 56,478 △ 5,000 51,478

3. 地 域 支 援 事 業 費 74,397 △ 2,400 71,997

1. 介護予防・生活支援
サ ー ビ ス 事 業 費 24,075 △ 1,820 22,255

2. 包 括 的 支 援 事 業 費 50,322 △ 580 49,742

4. 基 金 積 立 金 23,193 230 23,423

1. 基 金 積 立 金 23,193 230 23,423

6. 予 備 費 1,045 4,612 5,657

1. 予 備 費 1,045 4,612 5,657

1,366,805 △ 70,394 1,296,411

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第６２号 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，７６３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１６，３１６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 後期高齢者医療保険料 131,409 7,403 138,812

1. 後期高齢者医療保険料 131,409 7,403 138,812

2. 繰 入 金 69,011 351 69,362

1. 一 般 会 計 繰 入 金 69,011 351 69,362

5. 国 庫 支 出 金 0 1,009 1,009

1. 国 庫 補 助 金 0 1,009 1,009

207,553 8,763 216,316

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 総 務 費 9,869 1,009 10,878

1. 総 務 管 理 費 9,869 1,009 10,878

2. 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 196,312 7,754 204,066

1. 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 196,312 7,754 204,066

207,553 8,763 216,316

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第６３号 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第２号） 

 

第１条 令和７年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 

第２条 予算第４条資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９４，５６９千円は、過年度分

損益勘定留保資金７７，７２１千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額１６，８４８千円で補てんするものとする。） 

 

 〈支 出〉                         （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的支出 275,595 0 276,069 

 第１項 企業債償還金 90,263 0 90,263 

 第２項 建設改良費 182,435 0 182,435 

 第３項 資産購入費 2,897 474 3,371 

 

令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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議案第６４号 

 

令和７年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

第１条 令和７年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

 

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （収  入）                              （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 下水道事業収益 683,757 3,411 687,168 

 第１項 営業収益 196,888 0 196,888 

 第２項 営業外収益 486,868 3,411 490,279 

 第３項 特別損失 1 0 1 

 

（支  出）                         （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 下水道事業費用 683,757 3,411 687,168 

 第１項 営業費用 660,703 2,756 663,459 

 第２項 営業外費用 20,347 0 20,347 

 第３項 特別損失 1 0 1 

 第４項 予備費 2,706 655 3,361 

 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（収 入）                         （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的収入 278,816 △28,000 250,816 

 第１項 企業債 122,700 △14,500 108,200 

 第２項 他会計補助金 17,000 0 17,000 

 第３項 国庫補助金 135,720 △13,500 122,220 

第４項 道支出金 3,257 0 3,257 

 第５項 負担金等 139 0 139 

 

（支 出）                         （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的支出 437,329 △28,000 409,329 

 第１項 企業債償還金 175,167 0 175,167 

 第２項 建設改良費 260,840 △28,000 232,840 

第３項 国庫補助金返還金 1,322 0 1,322 
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第４条 予算第５条に定めた企業債の限度額を、次のとおり補正する。 

 

起債の

目的 

補正前 補正後 

限度額 
起債の 

方法 
利率 

償還の 

方法 
限度額 

起債の 

方法 
利率 

償還の

方法 

公共 

下水道 

事業 

122,700 

普通 

貸借 

又は 

証券 

発行 

5.0％以内

（ただし、

利率見直し

方式で借入

れる資金に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率） 

政府資金又は

その他資金と

し、その融資

条件による。

ただし、町財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は低利に借

換えることが

できる。 

108,200 同左 同左 同左 

 

令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

（単位：千円） 
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議案第６５号 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，６７３，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」に

よる。 

 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１，５００，０００千円と定める。 

 

  令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 町 税 1,285,450

1. 町 民 税 411,340

2. 固 定 資 産 税 565,700

3. 軽 自 動 車 税 24,760

4. 町 た ば こ 税 81,000

5. 入 湯 税 64,000

6. 宿 泊 税 138,650

2. 地 方 譲 与 税 72,500

1. 自 動 車 重 量 譲 与 税 51,000

2. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 16,500

3. 森 林 環 境 譲 与 税 5,000

3. 利 子 割 交 付 金 300

1. 利 子 割 交 付 金 300

4. 配 当 割 交 付 金 2,800

1. 配 当 割 交 付 金 2,800

5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,000

1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,000

6. 法 人 事 業 税 交 付 金 20,000

1. 法 人 事 業 税 交 付 金 20,000

7. 地 方 消 費 税 交 付 金 235,000

1. 地 方 消 費 税 交 付 金 235,000

8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,000

1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,000

9. 環 境 性 能 割 交 付 金 7,500

1. 環 境 性 能 割 交 付 金 7,500

款 項
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金　　　額款 項

10. 地 方 特 例 交 付 金 3,000

1. 地 方 特 例 交 付 金 3,000

11. 地 方 交 付 税 3,455,000

1. 地 方 交 付 税 3,455,000

12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 600

1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 600

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 43,443

1. 分 担 金 9,675

2. 負 担 金 33,768

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 210,821

1. 使 用 料 178,352

2. 手 数 料 32,469

15. 国 庫 支 出 金 522,929

1. 国 庫 負 担 金 331,826

2. 国 庫 補 助 金 186,977

3. 委 託 金 4,126

16. 道 支 出 金 358,622

1. 道 負 担 金 211,280

2. 道 補 助 金 133,355

3. 委 託 金 13,987

17. 財 産 収 入 34,831

1. 財 産 運 用 収 入 30,829

2. 財 産 売 払 収 入 4,002

18. 寄 附 金 294,047

1. 寄 附 金 294,047

19. 繰 入 金 351,690

1. 繰 入 金 351,690
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金　　　額款 項

20. 繰 越 金 20,000

1. 繰 越 金 20,000

21. 諸 収 入 75,967

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 3

2. 預 金 利 子 1

3. 貸 付 金 元 利 収 入 13,530

4. 受 託 事 業 収 入 11,237

5. 雑 入 51,196

22. 町 債 674,500

1. 町 債 674,500

7,673,000歳 入 合 計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 議 会 費 68,171

1. 議 会 費 68,171

2. 総 務 費 780,282

1. 総 務 管 理 費 741,782

2. 徴 税 費 9,114

3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 18,861

4. 選 挙 費 8,492

5. 統 計 調 査 費 881

6. 監 査 委 員 費 1,152

3. 民 生 費 2,188,430

1. 社 会 福 祉 費 1,098,842

2. 国 民 年 金 費 33

3. 医 療 助 成 費 171,985

4. 児 童 福 祉 費 168,046

5. 保 育 所 費 749,524

4. 衛 生 費 532,316

1. 保 健 衛 生 費 185,302

2. 環 境 衛 生 費 25,492

3. 畜 犬 対 策 費 260

4. 清 掃 費 318,067

5. 公 害 対 策 費 3,195

5. 労 働 費 3,200

1. 労 働 費 3,200

6. 農 林 水 産 業 費 161,829

1. 農 業 費 123,039

2. 林 業 費 6,373

3. 水 産 業 費 32,417

款 項
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金　　　額款 項

7. 商 工 費 236,310

1. 商 工 費 42,726

2. 観 光 費 193,584

8. 土 木 費 688,165

1. 土 木 管 理 費 36,614

2. 道 路 橋 梁 費 214,514

3. 公 園 及 び 緑 化 費 34,177

4. 都 市 計 画 費 260,189

5. 住 宅 ・ 建 築 費 142,671

9. 消 防 費 318,013

1. 消 防 費 318,013

10. 教 育 費 458,880

1. 教 育 総 務 費 137,218

2. 小 学 校 費 58,508

3. 中 学 校 費 56,768

4. 社 会 教 育 費 79,461

5. 保 健 体 育 費 126,925

11. 公 債 費 1,022,652

1. 公 債 費 1,022,652

12. 給 与 費 1,194,752

1. 給 与 費 1,194,752

13. 予 備 費 20,000

1. 予 備 費 20,000

7,673,000歳 出 合 計
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第２表 地方債                       （単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

子ども医療助成 

拡 大 事 業 
13,000 

普通貸借

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

 政府資金又はその他

資金とし、その融資条

件による。 

 ただし、町財政の都

合により措置期間及び

償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は低

利に借換えることがで

きる。 

保育所統合複合化

施 設 建 設 事 業 
463,200 同 上 同 上 同    上 

観光イベント等 

補 助 事 業 
27,000 同 上 同 上 同    上 

道営土地改良事業 9,900 同 上 同 上 同    上 

西いぶり広域連合

新中間処理施設 

建 設 事 業 

90,800 同 上 同 上 同    上 

橋梁長寿命化事業 12,300 同 上 同 上 同    上 

町営住宅長寿命化

改 修 事 業 
51,500 同 上 同 上 同    上 

高校生通学費等 

助 成 事 業 
6,800 同 上 同 上 同    上 
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議案第６６号 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１６３，６００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、４００，０００千円と定める。 

 

 令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 国 民 健 康 保 険 税 180,813

1. 国 民 健 康 保 険 税 180,813

2. 道 支 出 金 853,780

1. 道 負 担 金 853,780

3. 財 産 収 入 1

1. 財 産 運 用 収 入 1

4. 繰 入 金 129,000

1. 繰 入 金 129,000

5. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

6. 諸 収 入 5

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 預 金 利 子 1

3. 受 託 事 業 収 入 1

4. 雑 入 1

1,163,600

款 項

歳 入 合 計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 36,661

1. 総 務 管 理 費 35,338

2. 徴 収 費 510

3. 運 営 協 議 会 費 241

4. 特 別 対 策 事 業 費 572

2. 保 険 給 付 費 843,732

1. 保 険 給 付 費 843,732

3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 264,525

1. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 264,525

4. 保 健 事 業 費 14,949

1. 保 健 事 業 費 8,879

2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 6,070

5. 基 金 積 立 金 1

1. 基 金 積 立 金 1

6. 公 債 費 100

1. 公 債 費 100

7. 諸 支 出 金 504

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 504

8. 予 備 費 3,128

1. 予 備 費 3,128

1,163,600

款 項

歳 出 合 計
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議案第６７号 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３３３，５００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

 令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 介 護 保 険 料 219,783

1. 介 護 保 険 料 219,783

2. 国 庫 支 出 金 327,767

1. 国 庫 負 担 金 204,893

2. 国 庫 補 助 金 122,874

3. 道 支 出 金 200,634

1. 道 負 担 金 185,107

2. 道 補 助 金 15,527

4. 支 払 基 金 交 付 金 331,562

1. 支 払 基 金 交 付 金 331,562

5. 財 産 収 入 10

1. 財 産 運 用 収 入 10

6. 繰 入 金 253,687

1. 一 般 会 計 繰 入 金 223,711

2. 基 金 繰 入 金 29,976

7. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

8. 諸 収 入 56

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 預 金 利 子 1

3. 雑 入 53

1,333,500

款 項

歳 入 合 計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 35,249

1. 総 務 管 理 費 23,125

2. 介 護 認 定 審 査 会 費 8,703

3. 運 営 協 議 会 費 231

4. 計 画 策 定 委 員 会 費 3,190

2. 保 険 給 付 費 1,200,000

1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1,058,000

2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 46,000

3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 38,000

4. 高額医療合算介護サービス等費 3,000

5. 特定入所者介護サービス等費 54,150

6. そ の 他 諸 費 850

3. 地 域 支 援 事 業 費 96,815

1.
介護予防・生活支援サービス事
業費

28,012

2. 包 括 的 支 援 事 業 費 68,803

4. 基 金 積 立 金 30

1. 基 金 積 立 金 30

5. 諸 支 出 金 151

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 151

6. 予 備 費 1,255

1. 予 備 費 1,255

1,333,500

款 項

歳 出 合 計

-89-



議案第６８号 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３２，３９１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

 令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 151,887

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 151,887

2. 繰 入 金 80,500

1. 一 般 会 計 繰 入 金 80,500

3. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

4. 諸 収 入 3

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 雑 入 1

232,391

款 項

歳 入 合 計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 10,208

1. 総 務 管 理 費 9,271

2. 徴 収 費 937

2. 後期高齢者医療広域連合納付金 221,451

1. 後期高齢者医療広域連合納付金 221,451

3. 諸 支 出 金 500

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 500

4. 予 備 費 232

1. 予 備 費 232

232,391

款 項

歳 出 合 計
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議案第６９号 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  給 水 戸 数               ３，５６８戸 

⑵  年間総給水量             ８８３，９００㎥ 

⑶  １日平均給水量        ２，４２１㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

(ｱ) 配水管布設替工事        ５１３ｍ 

(ｲ) 浄水場施設整備           一式 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 （収  入） 

第 1 款      水 道 事 業 収 益          ２９４，６００千円 

第 １ 項 営 業 収 益  １９１，４５１千円 

第 ２ 項 営 業 外 収 益 １０３，１４８千円 

第 ３ 項 特 別 利 益 １千円 

 

（支  出） 

第 １ 款      水 道 事 業 費 用  ２９４，６００千円 

第 １ 項 営 業 費 用  ２７３，２０７千円 

第 ２ 項 営 業 外 費 用   １４，８９２千円 

第 ３ 項 特 別 損 失 １千円 

第  ４  項 予 備 費  ６，５００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９４，７２８千円は、当年度消

費税及び地方消費税資本的収支調整額６，４２０千円、過年度分損益勘定留保資

金８８，３０８千円で補てんするものとする。） 

 

 

 

-93-



 （収  入） 

第 1 款      資 本 的 収 入          １６４，１００千円 

第 １ 項 企 業 債           １６４，１００千円 

 

（支  出） 

第 １ 款      資 本 的 支 出          ２５８，８２８千円 

第 １ 項 企 業 債 償 還 金         ９４，６５７千円 

第 ２ 項 建 設 改 良 費         １６４，１７１千円 

 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

事 項 期 間 限度額 

上水道施設監視制御設備更新工事 令和９年度 ５９，０７０千円 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

上水道事業 164,100 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金又はその

他資金とし、その融

資条件による。ただ

し、町財政の都合に

より据置期間及び償

還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は

低利に借換えること

ができる。 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

⑴ 水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用 

⑵ 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用 
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（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

⑴  職員給与費     ９，２１４千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 水道事業等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４４，

６００千円である。 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、７，９１０千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

-95-



議案第７０号 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  給 水 戸 数                 ７７９戸 

⑵  年間総給水量             ２１１，８００㎥ 

⑶  １日平均給水量          ５８０㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

(ｱ) 簡易水道施設整備           一式 

(ｲ) 配水管布設替工事        １３０ｍ 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 （収  入） 

第 1 款      簡易水道事業収益  ９２，５００千円 

第 １ 項 営 業 収 益  ４７，２０３千円 

第 ２ 項 営 業 外 収 益  ４５，２９６千円 

第 ３ 項 特 別 利 益 １千円 

 

（支  出） 

第 １ 款      簡易水道事業費用  ９２，５００千円 

第 １ 項 営 業 費 用  ８６，５７３千円 

第 ２ 項 営 業 外 費 用   ３，９２６千円 

第 ３ 項 特 別 損 失 １千円 

第  ４  項 予 備 費  ２，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２１，７４２千円は、当年度分

損益勘定留保資金１６，１００千円、減債積立金５,６４２千円で補てんするも

のとする。） 
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 （収  入） 

第 1 款      資 本 的 収 入           ８１，３３０千円 

第 １ 項 企 業 債           ５７，４００千円 

第 ２ 項 他 会 計 補 助 金   ２３，９３０千円 

（支  出） 

第 １ 款      資 本 的 支 出          １０３，０７２千円 

第 １ 項 企 業 債 償 還 金         ４５，４４２千円 

第 ２ 項 建 設 改 良 費         ５７，６３０千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

簡易水道事業 57,400 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金又はその

他資金とし、その融

資条件による。ただ

し、町財政の都合に

より据置期間及び償

還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は

低利に借換えること

ができる。 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

⑴ 簡易水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用 

⑵ 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

 

⑴  職員給与費     １０，６０１千円 
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 （他会計からの補助金） 

第９条 簡易水道事業等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４４，

４００千円である。 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２，９５７千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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議案第７１号 

 

令和８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  接 続 戸 数                ３，５４４戸 

⑵  年間処理水量            ２，１４６，６５２㎥ 

⑶  １日平均処理量        ５，８８１㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

(ｱ) 洞爺湖温泉ポンプ場外改築更新工事  一式 

(ｲ) 汚水１号幹線枝線管路改築更新工事  一式 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 （収  入） 

第１款 下水道 事業収 益 ６７８，４００千円 

第１項 営 業 収 益 ２０３，９２９千円 

第２項 営 業 外 収 益 ４７４，４７０千円 

第３項 特 別 利 益 １千円 

 

（支  出） 

第１款 下水道 事業費 用 ６７８，４００千円 

第１項 営 業 費 用 ６５６，１２４千円 

第２項 営 業 外 費 用  １９，４７５千円 

第３項 特 別 損 失 １千円 

第４項 予 備 費  ２，８００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５８，５６３千円は、当年度

分損益勘定留保資金１１４，０２４千円及び減債積立金４４，５３９千円で補て

んするものとする。） 
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 （収  入） 

第１款 資 本 的 収 入          ３８８，０５４千円 

第１項 企 業 債          １９０，６００千円 

第２項 他 会 計 補 助 金 １０，０００千円 

第３項 国 庫 補 助 金 １８４，６００千円 

第４項 道 支 出 金 ２，８５２千円 

第５項 負 担 金 等 ２千円 

 

（支  出） 

第１款 資 本 的 支 出         ５４６，６１７千円 

第１項 企 業 債 償 還 金         １７１，３９５千円 

第２項 建 設 改 良 費         ３７５，２２２千円 

  

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

事 項 期 間 限度額 

洞爺湖町公共下水道洞爺湖温泉ポンプ

場外の建設工事委託に関する協定 
令和９年度 ３３４，０００千円 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

公共下水道事業 190,600 

普通貸借 

又   は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る資金について、

利率見直しを行っ

た後においては、

当該見直し後の利

率） 

政府資金又はその他

資金とし、その融資条

件による。ただし、町

財政の都合により据置

期間及び償還期限を短

縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換える

ことができる。 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

⑴ 下水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用 

⑵ 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

なければならない。 

⑴  職員給与費     ４４，７４８千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第 10条 下水道事業等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２４５，

８４３千円である。 

 

令和８年３月５日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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